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�愛媛県告示第１２７７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

そうごう薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町２丁目３００番地 総合メディカル株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２６年
１１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２６２５号 平成２６年１１月２１日

平成２６年１１月２１日金曜日 第２６２５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１２７９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市河之内字割石東山乙１６２４の３６・乙１６２４の３７・乙１６２４の３９・

乙１６２４の４１・乙１６２４の４５・乙１６２４の４７から乙１６２４の４９まで・字三

本松乙１６３６の１１５・乙１６３６の２０９から乙１６３６の２１２まで（以上１３筆

国有林）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１２８０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市吉木乙１２６、乙１２７の５、乙１２８、乙１２９の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１２８１号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

南宇和郡愛南町御荘平山９２２

西 村 章

南宇和郡愛南町御荘平山７８７－１

尾 崎 節 男

南宇和郡愛南町御荘平山４４１

尾 川 博 史
御 荘 愛南漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２６年１１月２１日から１２月５日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部愛南水産課

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

有限会社Ｅｌｙｓｉｏｎ 松山市大橋町３３５番地 訪問看護ステーションおもや 松山市大橋町３３５番地 精神通院医療 平成２６年
１１月１日

医療法人光陽会 松山市小坂三丁目３番２６号 訪問看護ステーションとべ和
合苑 伊予郡砥部町北川毛１４１２番３ 精神通院医療 平成２６年

１１月１日

株式会社里山どんぐり 松山市愛光町６番３号 医療型小規模多機能事業所里
山どんぐり 松山市愛光町６番３号 精神通院医療 平成２６年

１１月１日

株式会社里山どんぐり 松山市愛光町６番３号 訪問看護ステーション里山ど
んぐり 松山市愛光町６番３号 精神通院医療 平成２６年

１１月１日

愛 媛 県 報平成２６年１１月２１日 第２６２５号

９６５



�愛媛県告示第１２８２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

中須古町（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５０年４月愛媛県告示第３１３号）

中須古町の項で指定した標柱６号及び標柱５号を結んだ線、標柱５

号と次に掲げる地番の土地に存する標柱９号から標柱１５号までを順

次結んだ線及び標柱１５号と標柱６号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 大 字 字 地 番 標 柱

四国中央市 川之江町 城山 １０８７番４ ９，１０，１１，
１２，１３号

古町下西側 １１３６番１ １４号

古町下西側 １１３６番３地先 １５号

平野（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２６年１月愛媛県告示第３４号）

平野の項で指定した標柱８、標柱７号及び標柱６号を順次結んだ線、

標柱６号と次に掲げる地番の土地に存する標柱１２号から標柱１３号ま

でを順次結んだ線及び標柱１３号と標柱８号を結んだ線に囲まれた区

域

市 町 大 字 字 地 番 標 柱

西予市 宇和町信里 ８９３番 １２号

８９０番 １３号

�������
�愛媛県告示第１２８３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、内子町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（ＭＭＳ測量）

２ 作業期間 平成２６年１１月２１日から

平成２６年１２月２２日まで

３ 作業地域 内子町全域

�������
�愛媛県告示第１２８４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２６年１１月２１日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社オーブン

四国中央市土居町中村６２０－１

代表取締役 畦地 康之

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社オーブン愛媛工場

四国中央市土居町中村６２０－１

３ 特定施設に関する事項

� サイレントカッター

� 攪拌機

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１８の２号 イ原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２．１６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 イ原料処理施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３．９６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

愛 媛 県 報平成２６年１１月２１日 第２６２５号

９６６



� 湯沸し式解凍機

� 洗浄機

� 洗い場煮沸槽

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 イ原料処理施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１．６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４．２トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ３５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１．３立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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� 釜場煮沸槽

� 前処理煮沸槽

４ 汚水等の処理施設に関する事項

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 ロ湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり０．４トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８の２号 ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１．１立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工当日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

設 置 年 月 日 昭和５０年１２月１０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 回分式活性汚泥法

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１８．０メートル 横９．０メートル
高さ４．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理及び沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 総合排水口

�������
�愛媛県告示第１２８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任

�愛媛県告示第１２８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市妻鳥地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１２８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １５０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３０

最大 １５０

通常 １３０

最大 １５０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 ３４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６０

最大 ２１０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 澤 田 眞 生 新居浜市下泉町一丁目６番２２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 雅 弘 四国中央市妻鳥町１４８２番地の６

〃 高 橋 裕 四国中央市妻鳥町２３３９番地

〃 佐 藤 實 四国中央市妻鳥町２１６２番地の４

〃 南 敏 雄 四国中央市妻鳥町２５６６番地の１

〃 石 川 昌 司 四国中央市妻鳥町２７３８番地

〃 仙 波 規 四国中央市妻鳥町１３８３番地の１

〃 高 橋 勝 四国中央市妻鳥町１８６０番地の１

〃 篠 原 一 志 四国中央市妻鳥町１４３７番地

〃 篠 原 紀 文 四国中央市妻鳥町１０５０番地の２

〃 井 川 幸 彦 四国中央市妻鳥町９２５番地

〃 石 川 茂 四国中央市妻鳥町４２４番地の３

〃 横 尾 昇 四国中央市妻鳥町３９６番地

〃 森 實 重 隆 四国中央市妻鳥町７２番地の１

〃 守 谷 幸 茂 四国中央市妻鳥町１２４番地

〃 白 川 満 男 四国中央市川之江町６０番地の２

監 事 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１

〃 井 川 麻 夫 四国中央市妻鳥町２７１１番地

〃 脇 武 延 四国中央市妻鳥町６３５番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 海 敏 雄 四国中央市妻鳥町２２０１番地

〃 高 橋 裕 四国中央市妻鳥町２３３９番地

〃 南 敏 雄 四国中央市妻鳥町２５６６番地の１

〃 井 川 眞 治 四国中央市妻鳥町２６７０番地

〃 石 村 廣 美 四国中央市妻鳥町１８４１番地の１

〃 篠 原 茂 市 四国中央市妻鳥町１３６６番地

〃 石 川 雅 弘 四国中央市妻鳥町１４８２番地の６

〃 渡 辺 勝 昭 四国中央市妻鳥町１５１５番地

〃 篠 原 紀 文 四国中央市妻鳥町１０５０番地の２

〃 井 川 幸 彦 四国中央市妻鳥町９２５番地

〃 石 川 茂 四国中央市妻鳥町４２４番地の３

〃 横 尾 昇 四国中央市妻鳥町３９６番地

〃 森 實 重 隆 四国中央市妻鳥町７２番地の１

〃 守 谷 幸 茂 四国中央市妻鳥町１２４番地

〃 白 川 満 男 四国中央市川之江町６０番地の２

監 事 石 川 義 照 四国中央市妻鳥町９１８番地の１

〃 井 川 麻 夫 四国中央市妻鳥町２７１１番地

〃 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１
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新居浜市庄内土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の

届出があった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１２８８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２６年１１月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 本 藤 功 新居浜市庄内町五丁目
６番２６号

新居浜市庄内町三丁目
７番４号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－２２）第１６７６３号 平成２２年
１０月１９日 �ヤスハラ 安原 史紀 今治市末広町１－３－１３ 平成２６年

１０月９日
とび・土工工事業
塗装工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第１９８６号 平成２４年
１１月１２日 �多和建設 多和 力 今治市大三島町肥海１０８５

－１
平成２６年
１０月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２４）第１７０５６号 平成２４年
８月２１日 松浦工業所� 松浦 大平 越智郡上島町岩城１４２５ 平成２６年

１０月２１日
建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１６７０３号 平成２２年
６月２９日 �日晴建設 日野 裕二 新居浜市上原３－１－６８ 平成２６年

１０月２３日
土木工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部）

（般・特－２３）第１６３号 平成２４年
３月１４日 香川建設� 徳久 晴彦 新居浜市泉宮町６－２２ 平成２６年

１０月２８日
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２５）第１６３４２号 平成２５年
８月４日 �Ｙ’ｓプロジェクト 首藤 雄一 西条市新田１７３－１ 平成２６年

１０月２８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１５９４１号 平成２３年
５月２２日 地浦組 地浦一二三 今治市鐘場町２－１－４０ 平成２６年

１０月３１日 左官工事業 建設業の廃止

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ヘルパーステーションともと
も

有限会社ヘルパーステーションともと
も 愛媛県東温市西岡５９９番地２９ 平成２６年１０月３１日 訪問介護

有限会社 さくら ヘルパーステーションさくら 愛媛県東温市北方３０５１番地２ 平成２６年１０月３１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会福祉協議
会

久万高原町社会福祉協議会指定居宅介
護支援事業所久万

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万４５番地
２ 平成２６年１０月３１日 居宅介護支援
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平成２６年１１月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１２９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年１１月２１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１２９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ヘルパーステーションともと
も

有限会社ヘルパーステーションともと
も 愛媛県東温市西岡５９９番地２９ 平成２６年１０月３１日 介護予防訪問介護

有限会社 さくら ヘルパーステーションさくら 愛媛県東温市北方３０５１番地２ 平成２６年１０月３１日 介護予防訪問介護

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中建管第１５７３－２号

平成２６年１１月１２日
東温市河之内字北引岩乙８１５番４８、８１５番４９

松山市北梅本町甲１８４番地

オオノ開發株式会社

代表取締役 大 野 照 旺

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２８号

平成２６年１１月１１日
伊予市下吾川字馬塚１１１８番１、１１１９番、１１２３番１、字宮田１３６６番２

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社 ファミリーマート

代表取締役 中 山 勇

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ジャングル デイサービス ゆずの家 愛媛県宇和島市新町２丁目２番１１号 平成２６年１０月１０日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ジャングル デイサービス ゆずの家 愛媛県宇和島市新町２丁目２番１１号 平成２６年１０月１０日 介護予防通所介護
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公 告

公営企業公告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２６年１１月７日あったので公表する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２６年度年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２６年１２月１日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

１ 入札に付する事項

� 件名

乳房Ｘ線撮影装置の購入

� 購入物品名及び数量

乳房Ｘ線撮影装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２７年３月３１日（火）まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線

八幡浜市日土町６番耕地８８番１地先から

同町６番耕地８２番地先まで
旧 ３．３～６．８ ０．０７６

八幡浜市日土町６番耕地８８番１３から

同町６番耕地８２番２まで
新 ８．０～１６．０ ０．０７６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
八幡浜市日土町６番耕地８８番１３から

同町６番耕地８２番２まで
平成２６年１１月２１日
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ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

https://www.ebid-ppi.pref.ehime.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２６年１２月１２日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２６年１２月２２日（月）か

ら平成２７年１月５日（月）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１月５日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成２７年１月５日（月）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２７年１月６日（火）午前９時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２６年１２月１２日（金）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Digital

Mammography system，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，５ January２０１５

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２６年１１月２１日 発行
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